
令和３年度平川市地域産業支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ 市は、地域産業の振興と発展を図るため、新商品開発等を行う者に対して、令和３年度予算

の範囲内において、平川市地域産業支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するもの

とし、その交付については、平川市補助金等の交付に関する規則（平成１８年平川市規則第５３

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

（１）中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小

企業をいう。 

（２）支援機関  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平成１１年法律第１８号）

第１７条第１項の認定を受けた者をいう。 

（３）地域産業  市の特産物として相当程度認識されている農林産物又は工業品を取扱う産 

業をいう。 

 

（補助対象事業） 

第３ この補助金の対象事業は、支援機関と一緒に取り組む次の各号のいずれかに該当する事業で、

完成後５年以上継続されることが見込まれる事業とする。 

 （１）新製品・新技術・新役務（既に相当程度認識されているものを除く）の開発事業 

 （２）観光客向け土産品（雑貨・工芸品に限る）の開発事業 

 （３）その他、地域産業の活性化に資するものと市長が認める事業 

２ 次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象としない。 

 （１）名称又は意匠のみの変更であると認められる事業 

 （２）原材料のみの変更であると認められる事業 

 （３）機械器具類の購入が主な目的であると認められる事業 

 （４）製品デザイン等が他の個人・団体による各種規制の対象となっている事業 

 

（補助対象者） 

第４ 補助金の交付の対象となる事業者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号に掲げる要

件をすべて満たすものとする。 

 （１）市内に本社又は主たる事務所を置く中小企業者 

 （２）市税に滞納がないこと 

 （３）同一年度中にこの要綱による事業認定を受けていない者 

 （４）補助対象事業に関して、本市が行う他の助成制度に基づく助成金等の交付を受けていない

者 

 



（補助対象経費） 

第５ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、第３第１項に掲げる

事業を実施するために必要な経費であって、別表のとおりとする。ただし、消費税は補助対象経

費としない。 

 

（補助金の額及び補助率） 

第６ 補助金の額は、法人は２，０００千円以内、その他は５００千円以内とする。 

２ 補助率は補助対象経費の２分の１以内とする。ただし、他の補助金等を併用する場合はそれを

控除した額の２分の１以内とする。 

３ 前項の規定により得た額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

 

（補助対象期間） 

第７ 補助対象期間は、原則として当該年度内とし、審査委員会での事業認定後に着手した事業を

対象とする。ただし、市長が認めるときは、翌年度末までとする。
  

（提案書の提出） 

第８ 補助金の交付を受けようとする者は、目的、事業計画、事業効果及び収支予算を記載した地

域産業支援事業に係る提案書（様式第１号）並びに事業内容を説明する資料を市長へ提出するも

のとする。 

２ 提案書の提出期限は、令和３年１２月２０日までとする。 

 

（事前審査） 

第９ 市長は、提案書の提出があったときは、書類での事前審査の他、必要に応じて申請者にヒア

リングを実施し、適当と認められる場合には審査委員会に諮るものとする。 

 

（事業の認定） 

第１０ 事業の認定は、審査委員会で審査し決定する。 

２ 審査委員会の委員は、市長、副市長及び提案事業に関係する部長とする。 

 

（交付申請） 

第１１ 審査委員会において認定された事業について、補助金の交付の申請を行う者は、規則第３

条の規定により次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

（１）地域産業支援事業補助金交付申請書（様式第２号） 

（２）事業計画書（様式第３号） 

（３）収支予算書（様式第４号） 

２ 交付申請書の提出期限は、事業の認定を受けた日から３０日以内とする。ただし、翌年度に事

業が完了する場合は、翌年度の４月中に提出するものとする。 

 

（計画等の変更） 

第１２ 補助金の交付決定を受けた者が、交付申請の提出後に事業計画等の内容を変更、中止又は



廃止しようとするときは、規則第５条の規定によりあらかじめ次に掲げる書類を市長に市長に提

出しなければならない。ただし、計画変更による補助金交付決定額の増額は認めない。 

 （１）地域産業支援事業補助金変更等承認申請書（様式第５号） 

 （２）変更事業計画書（様式第６号） 

 （３）変更収支予算書（様式第７号） 

 

（実績報告） 

第１３ 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付に係る事業が完了したときは、規則第１２

条の規定により、補助事業の完了から起算して３０日を経過した日又は令和４年３月３１日のい

ずれか早い期日までに、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。 

 （１）地域産業支援事業補助金実績報告書（様式第８号） 

 （２）事業実績書（様式第９号） 

 （３）収支精算書（様式第１０号） 

 （４）補助対象事業の実施状況を示す写真等 

 （５）補助対象経費の支払に係る領収書の写し等 

（６）支援機関が発行した相談概要を証明するものの写し等 

 

（補助金の請求） 

第１４ 補助金の交付を受けようとする者は、規則第１３条第１項の規定による補助金等の額の確

定通知を受けた後に、規則第６条第３項の方法により補助金を請求するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第１５ 補助金は、第１３に規定する実績報告書及び前条に規定する補助金請求書（様式第１１号）

提出後に交付する。 

 

（帳簿及び関係書類の整理・保管） 

第１６ 補助金の交付を受けた者は、収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理するとと

もに、これらの帳簿及び書類を、事業が完了した年度の翌年度から起算して５年間保管しなけれ

ばならない。 

 

（実施効果報告） 

第１７ 補助金の交付を受けた者は、本事業を実施した効果について、各年度の事業実施結果及び

翌年度以降の計画を記載した平川市地域産業支援事業補助金事業実施報告書（様式任意）を、事

業が完了した年度の翌年度から起算して５年間、市長へ毎年４月末日までに提出しなければなら

ない。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  



別表（第５関係） 

 補助対象経費 

経費区分 内 訳 

１ 謝金 講師又は外部専門家に対する謝金 

２ 旅費 講師又は外部専門家に対する旅費 

（１人当たり限度６万円とし、補助対象経費の２０％以内とする。） 

３ 備品購入費 新商品開発等に必要な機械装置等の購入、製造、改良等に要する経費 

（補助対象経費の５０％以内とする。） 

４ 原材料費 新商品等開発に係る原料等（試作品の製造に係るものに限る）に要す

る経費 

（補助対象経費の２０％以内とする。） 

５ 宣伝広告費 宣伝広告に要する経費 

６ 委託費 市場動向調査、ホームページの作成等を外部に委託する経費 

７ 外注加工費 原材料等の外注加工に要する経費 

（部分的な外注であって、事業主体が主体的に事業に携わると認められる

場合に限る。） 

８ 商談会経費 ・旅費（最小限必要と認められる交通費２人分まで、領収書等で利用者・

利用日・支払額が確認できるものに限る。） 

・出展料（小間代等の出展に係る費用。） 

・宿泊費（食事代を除く１人１泊につき１０，０００円で２人まで、展示

会等の開催日数に１を加えた日数により算定した額を上限とする。） 

９ その他 上記以外で市長が特に必要と定める経費 

 


